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Ⅱ 住民協働の必要性と目的             

 
１  今 、 な ぜ 住 民 協 働 な の か 。 そ の 社 会 的 背 景  

 

当 町 を 取 り 巻 く 社 会 環 境 の 変 化 （ 町 民 ニ ー ズ の 多 様 化 ・ 高 度 化 、 地

方 分 権 の 進 展 、 町 民 の ま ち づ く り に 対 す る 関 心 の 高 ま り 、 町 の 厳 し い

財 政 状 況 等 ） に 対 し て 的 確 に 対 応 す る た め に は 、 行 政 の 活 動 だ け で は

な く “ 町 民 と の 協 働 に よ る ま ち づ く り ” が 求 め ら れ て い ま す 。  

 

⑴  町 民 ニーズの多 様 化 ・高 度 化  

町 民 のニーズは、社 会 経 済 情 勢 の急 速 な変 化 や成 熟 社 会 の進 展 などに

よる生 活 様 式 や価 値 観 の多 様 化 に伴 い、複 雑 化 ・高 度 化 しています。  

新 たな地 域 課 題 ・町 民 ニーズに対 して、きめ細 かなサービスの提 供 が求

められています。  

 

⑵  地 方 分 権 の進 展  

平 成 １２年 ４月 の地 方 分 権 一 括 法 の施 行 により、地 方 分 権 が進 み、自 ら

の考 えと責 任 に基 づく、地 域 に根 ざしたまちづくりが求 められています。  

地 域 の個 性 を生 かした魅 力 あるまちづくりを進 めるためには町 民 の参 加 が

不 可 欠 です。  

 

⑶  町 民 のまちづくりに対 する関 心 の高 まり   

全 国 的 な傾 向 として、自 らの生 活 の質 を向 上 させるために、自 主 的 に防

犯 や防 災 、福 祉 や環 境 などの地 域 の課 題 に取 り組 む市 民 主 体 の活 動 が活

発 化 しており、新 たな公 共 サービスの提 供 が現 れ始 めています。  

当 町 においても町 民 主 体 の多 様 な団 体 が多 くの分 野 でボランティア活 動

などを展 開 しており、町 民 の地 域 社 会 への関 わりや社 会 貢 献 意 識 が高 まり

つつあります。  

 

⑷  厳 しい財 政 環 境  
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町 の財 政 状 況 は、長 引 く景 気 低 迷 の影 響 （最 近 の景 気 動 向 は好 転 しつ

つありますが）などによる税 収 の伸 び悩 みや国 と地 方 をめぐる財 政 構 造 の転

換 により、地 方 交 付 税 や補 助 金 が削 減 され、非 常 に厳 しい状 況 にあります。  

限 られた予 算 の中 で質 が高 く、きめ細 かな公 共 サービスを提 供 していくた

めには、コスト意 識 や住 民 満 足 度 を重 視 した新 たな行 財 政 運 営 が求 められ

ています。  
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２  住 民 協 働 が 目 指 す も の は 何 か 。  
 

“ 町 民 と の 協 働 に よ る ま ち づ く り ” は 、 平 成 １ ７ 年 １ ２ 月 に 策 定 さ

れ た 「 白 岡 町 改 革 推 進 プ ロ グ ラ ム 」 に お い て 、 今 後 の 行 政 運 営 方 針 と

し て 掲 げ ら れ ま し た 。  

当 町 で は 、 こ れ ま で も 、 事 務 ・ 事 業 の 執 行 や 各 種 計 画 づ く り に 住 民

参 加 を 図 る な ど 、 町 民 や 各 種 団 体 な ど と 連 携 ・ 協 力 し て ま ち づ く り を

進 め て き ま し た 。  

ま た 、 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ を 支 え る 行 政 区 や 自 治 会 の ほ か 、 様 々 な 分

野 の 市 民 活 動 団 体 等 が 、 そ れ ぞ れ の 考 え と 責 任 に 基 づ く 自 主 的 な 活 動

を 通 し て 、 ま ち づ く り に 貢 献 し て き ま し た 。  

今 後 は 、 こ う し た 町 民 の 自 主 的 な 活 動 の 促 進 と こ れ ま で 以 上 に 町 民

の 知 恵 や 技 術 、 経 験 な ど を ま ち づ く り に 生 か す と と も に 、 町 民 と の パ

ー ト ナ ー シ ッ プ を 確 立 し な が ら 町 民 と 共 に ま ち づ く り を 進 め る 協 働 型

の 行 政 運 営 を 推 進 し ま す 。  

 

⑴  住 民 協 働 の目 的 １  

町 民 と行 政 とが地 域 課 題 の解 決 に向 けて、相 互 に連 携 ・協 力 することを

通 して  

『質の高い公共サービスの実現』 
 

⑵  住 民 協 働 の目 的 ２  

町 民 が公 共 の担 い手 として、主 体 的 にまちづくりに携 わることにより  

『住民満足度の向上』 

 
⑶  住 民 協 働 の目 的 ３  

町 民 が様 々な分 野 で、自 らの判 断 と責 任 に基 づく自 主 的 な活 動 を行 うこ

とにより  

『住民自治の醸成』
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３  住 民 協 働 の 効 果  
 

   町 民 と 行 政 と が 地 域 課 題 の 解 決 に 向 け て 、 相 互 に 連 携 ・ 協 力 す る こ

と を 通 し て 、「 質 の 高 い 公 共 サ ー ビ ス が 実 現 す る 」と と も に 、町 民 が 公

共 の 担 い 手 と し て 主 体 的 に ま ち づ く り に 携 わ る こ と に よ り 、「 町 民 自 身

の 満 足 度 が 高 ま る 」 な ど 、 次 に 掲 げ る よ う な 効 果 が 期 待 で き ま す 。  

 

⑴  町 民 自 らが自 分 たちのまちをつくるという、町 民 主 体 のまちづくり  

まちづくりの主 体 としての町 民 や町 民 で構 成 される活 動 団 体 （以 下 「市 民

活 動 団 体 等 」といいます。）が育 ち活 躍 することで、町 民 自 身 の自 治 意 識 が

高 まり、地 域 の課 題 解 決 に主 体 的 に取 り組 もうとする地 域 社 会 の形 成 が期

待 されます。  

 

⑵  質 の高 い公 共 サービスの提 供  

市 民 活 動 団 体 等 には、行 政 だけでは限 界 のある課 題 に、より効 果 的 に対

応 できる場 合 があります。市 民 活 動 団 体 等 には、機 動 性 、柔 軟 性 などの特

性 があり、行 政 と協 働 することでより質 の高 い公 共 サービスを提 供 することが

できます。  

 

⑶  多 様 化 するニーズへの対 応  

      市 民 活 動 団 体 等 の旧 来 の枠 組 みにとらわれない自 由 な発 想 とこれまでに

行 政 が蓄 積 してきたものが組 み合 わされることにより、新 たなニーズに対 応 す

ることができます。  

 

⑷  公 共 サービスの担 い手 の多 様 化  

      これまでのように地 域 の課 題 や町 民 ニーズに、行 政 だけですべて対 応 して

いくことは困 難 になってきています。地 域 社 会 、市 場 （民 間 企 業 等 ）も含 めて

広 く社 会 全 体 で対 応 していくことが期 待 されています。  




